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ＥＵ完全離脱後の英国経済 
～コロナ禍で見え難くなっている離脱の影響 

Ｗｅｅｋｌｙエコノミスト・レター要旨 ２０２１年８月２７日号 

 
 

 

 

ニッセイ基礎研究所 

 

英国がＥＵから完全離脱してから８カ月

が経とうとしているが、コロナ禍が経済活動

の大きな変動要因となっているため、離脱の

影響は見え難くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＧＤＰの変動は、個人消費が基調を決

めており、完全離脱よりも、コロナ対応

の行動制限の影響が大きいと思われる。 

ビジネス投資は、国民投票でＥＵ離脱

を選択した時期から基調が弱い。感染が

落ち着けば、拡大の勢いを取り戻すのか、

コロナ禍と離脱の後遺症が残るのか。潜

在成長率につながるだけに注目される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

財の貿易は、コロナ禍と完全離脱によ

る２度の衝撃を受けた。 

財輸出の伸び悩みは、通商条件の変化

等による一時的な現象なのか、サプライ

チェーン見直しなどによる構造的な変化

なのかを現段階で判断することは難しい。 

 

雇用面では、失業率、就業者数はコロ

ナ前に届いていないが、欠員率、賃金上

昇率は跳ね上がっている。需給のミスマ

ッチは時間の経過とともに解消すると見

込まれているが、ＥＵとのヒトの移動の

自由の終了と、技能重視の新移民制度の

導入の影響で、人手不足が続くおそれも

ある。金融業のように業務と共にヒトが

シフトする動きも見られる。 

 

コロナ禍は、働き方やサプライチェー

ンを変える契機になると考えられている

が、英国の場合、完全離脱と移民制度の

変更の影響も加わり、変化が増幅される

可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

「Ｗｅｅｋｌｙエコノミスト・レター」の全文は、 

当事務所のホームページの「マクロ経済予測レポート」 

よりご確認ください 
   

（注)厳格度指数は９つの領域に関する制限を指数化したもの 
（資料)英国国家統計局（ＯＮＳ）、Our World in Data 
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4 

5 

英国の財貿易数量（対ＥＵ） 

（資料）英国国家統計局（ＯＮＳ） 

(資料）英国国家統計局（ＯＮＳ）ＰＡＹＥ・ＲＴＩ所得雇用統 
計（21年 8月）を基に作成 

給与所得者数の推移 

英国の実質ＧＤＰと個人消費、 
厳格度指数の推移 
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２ 

（年・月） 

最近の実現率、予測修正率の推移 

鉱工業生産（２１年７月） 
～自動車生産は低迷が続くが、 
全体としては堅調を維持 

（2015 年=100) 

ネット 

ジャーナル 

 

経済・金融フラッシュ要旨 ２０２１年８月３１日号 

（年・月） 

  
 

 

 

 

ニッセイ基礎研究所 
 

７月の生産は２ヵ月ぶりの低下 

経済産業省が8月31日に公表した鉱工

業指数によると、21年7月の鉱工業生産

指数は前月比▲1.5％(6月：同6.5％)と2

ヵ月ぶりに低下したが、事前の市場予想

（QUICK集計：前月比▲2.5％、当社予

想は同▲2.3％）は上回る結果となった。 

出荷指数は前月比▲0.6％と2ヵ月ぶ

りの低下、在庫指数は前月比▲0.6％と2

ヵ月ぶりの低下となった。 

7月の生産を業種別に見ると、内外の設

備投資の回復を受けて、生産用機械が前月

比1.6％と好調を維持し、デジタル関連需

要の強さを背景に、電子部品・デバイスも

同0.9％の上昇となったが、半導体不足の

影響緩和で6月に前月比22.6％と急回復

した自動車が同▲3.1％と落ち込んだ。 

財別の出荷動向を見ると、設備投資の

うち機械投資の一致指標である資本財出

荷指数（除く輸送機械）は21年4-6月期

の前期比9.9％の後、7月は前月比▲

0.8％となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車の下振れリスクは高いが、 

全体としては堅調を維持 

製造工業生産予測指数は、21年8月が

前月比3.4％、9月が同1.0％となった。 

生産計画の修正状況を示す実現率（7月）、

予測修正率（8月）はそれぞれ▲2.8％、▲

1.2％であった。予測指数を業種別にみる

と、6月に前月比17.6％と急回復した輸送

機械は、7月に同▲3.6％と再び落ち込んだ

後、予測指数は8月が同▲7.3％、9月が同

3.1％となっている。東南アジアにおける

新型コロナウイルス感染拡大を受けた部品

調達難の影響が十分に織り込まれていない

可能性もあり、自動車生産は当面下振れリ

スクの高い状態が続くだろう。 

21年7月の生産指数を8、9月の予測指

数で先延ばしすると、7-9月期の生産は

前期比3.0％となる。緊急事態宣言やまん

延防止等重点措置の悪影響はサービス業

を中心に表れ、製造業への影響は限定的

にとどまっている。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
経済・金融フラッシュの全文は、 

当事務所のホームページの「マクロ経済予測レポート」 

よりご確認ください。 
  

（注）生産の 21年 8、9月は製造工業生産予測指数で延長 
（資料）経済産業省「鉱工業指数」 
 
 
 
 

鉱工業生産・出荷・在庫指数の推移 

1 2 

(資料）経済産業省「製造工業生産予測指数」 
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 総務省 ２０２１年８月３１日公表 
 

 
 

【就業者】 

●就業者数は 6７１１万人。前年同月に比 

 べ５６万人の増加。４か月連続の増加。 

●雇用者数は５９９２万人。前年同月に比 

 べ５０万人の増加。４か月連続の増加。 

●正規の職員・従業員数は 3５９４万人。 

 前年同月に比べ１６万人の増加。１４か 

月連続の増加。非正規の職員・従業員数 

 は 2０６２万人。前年同月に比べ１９万 

 人の増加。４か月連続の増加。 

●主な産業別就業者を前年同月と比べると、 

｢卸売業､小売業｣､｢学術研究､専門･技術 

サービス業｣､｢金融業､保険業｣等が増加。 
 

【就業率】（就業者／15歳以上人口×100） 

●就業率は６０.８％。 

 前年同月に比べ 0.８ポイントの上昇。 

●15～64 歳の就業率は 7８.１％。 

前年同月に比べ１.２ポイントの上昇。 
 

【完全失業者】 

●完全失業者数は１９１万人。前年同月に 

比べ６万人の減少｡１８か月ぶりの減少。 
 

【完全失業率】（完全失業者／労働力人口×100） 

●完全失業率(季節調整値)は２.８％。 

前月に比べ0.１ポイントの低下。 
 

【非労働力人口】 

●非労働力人口は 4１３６万人。前年同月に 

 比べ８８万人の減少。４か月連続の減少。 
  

就業者数の対前年同月増減と就業率の 
対前年同月ポイント差の推移 

 結 果 の 概 要 
 

労働力調査（基本集計） 
２０２１年（令和３年）７月分 



 

４ 

 

 
   

男女別就業者数 

●就業者数は 6７１１万人。 

前年同月に比べ５６万人(０.８％) 

の増加。４か月連続の増加。 

男性は３７１２万人､前年同月と同数。 

女性は２９９９万人､５７万人の増加。 

 
 

 従業上の地位別就業者数 

●自営業主・家族従業者数は６８４万人。 

 前年同月に比べ 1４万人(2.１％)の増加。 

●雇用者数は５９９２万人｡前年同月に比べ 

 ５０万人(０.８％)の増加｡４か月連続の増加。 

 男性は 3２６６万人、前年同月と同数。 

 女性は 2７２６万人、５０万人の増加。 

 
 

 雇用形態別雇用者数 

●正規の職員・従業員数は３５９４万人。前年同月に比べ１６万人（０.４％）の増加。 

１４か月連続の増加。 

●非正規の職員・従業員数は２０６２万人。前年同月に比べ１９万人（０.９％）の増加。 

４か月連続の増加。 

●役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は３６.５％。 

前年同月に比べ 0.2 ポイントの上昇。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

注）割合は，「正規の職員・従業員」と「非正規の職員・従業員」の合計に占める割合を示す。 
  

就業者の動向   

 

Ⅰ 

 

就業者数の推移 (男女計） 
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2 
従業上の地位別就業者数 
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雇用形態別雇用者数 



 

５ 

 

 

   

男女別完全失業者数 

●完全失業者数は１９１万人。前年 

 同月に比べ６万人(３.０％)の減少。 

１８か月ぶりの減少。 

●男性は１１９万人。前年同月に比べ 

３万人の増加。女性は７３万人。 

前年同月に比べ８万人の減少。 

 

求職理由別完全失業者数 

●完全失業者のうち、「勤め先や事業の都合による離職」は３９万人と、前年同月に比べ１万人

の増加、「自発的な離職（自己都合）」は７１万人と、前年同月に比べ３万人の減少、「新たに

求職」は４７万人と、前年同月に比べ１万人の減少。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 年齢階級別完全失業者数 

●男性の完全失業者数は「15～24 歳」及び 

 「35～44 歳」を除く全ての年齢階級で、 

 前年同月に比べ増加。 

●女性の完全失業者数は「55～64 歳」及び 

 「65 歳以上」を除く全ての年齢階級で、 

  前年同月に比べ減少。 

  
労働力調査（基本集計）２０２１年（令和３年）７月分の全文は、 

当事務所のホームページの「企業経営 TOPICS」よりご確認ください。 
  

2 

求職理由別完全失業者 

完全失業者の動向   

 

Ⅱ 

 完全失業者数の推移（男女計） 

主な求職理由別完全失業者数の推移 
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後継者問題を解決する手法 

中小企業における
Ｍ＆Ａの進め方  

      １．中小企業が抱える事業承継問題       
      ２．事業承継の選択肢 Ｍ＆Ａの進め方       

      ３．経営改善により企業価値を高める「磨き上げ」       

      ４．事業承継型Ｍ＆Ａ事例         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参考文献 
中小企業庁「中小 Ｍ＆Ａ ガイドライン」 『事業承継支援マニュアル』玄場 公規 他著 (税務経理協

会) 
『事業承継Ｍ＆Ａ「磨き上げ」のポイント』金井 厚 他著 （経済法令研究会） 

『事業承継がうまくいく中小企業のＭ＆Ａマニュアル』渡部 潔著 （中央経済社）  

経 営 
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我が国の中小企業にとって、後継者問題は喫緊の課題です。 

少子高齢化により経営者の平均年齢は上がる一方で、若い世代の後継者候補がなかなか見つか

らず、後継者不在の状況に頭を悩ませている経営者が増えてきています。 

本レポートでは、中小企業の事業承継に対する解決策の一つとしてのＭ＆Ａの進め方や留意す

べきポイントについて解説します。 

 

 

このような状況にある中小企業にとって、事業を承継するために後継者を誰にするかという問

題は、喫緊の課題です。事業承継の形態は、後継者によって下記のように３つに分類することが

きます。それぞれの形態別のメリット・デメリットをまとめると、次の表のようになります。 
 

■後継者別の事業承継の形態 

①親族内承継…経営者の親族への承継     ②企業内承継…会社の役員や従業員への承継 

③Ｍ＆Ａ…社外の第三者への承継 

 

■事業承継の形態別メリット・デメリット 

形態 メリット デメリット 

①
親
族
内
継
承 

・内外の関係者から心情的に受け入れられ 

やすい。 

・後継者を早期に決定し、教育のための長期

的な準備期間を確保することも可能。 

・相続等により財産や株式を後継者に移転で

きるため、所有と経営の分離を回避できる

可能性が高い。 

・親族内に、経営の資質と意欲を併せ持つ 

後継者候補がいるとは限らない。 

・相続人が複数いる場合、後継者の決定・経営権

の集中が難しい。 

・後継者以外の相続人への配慮が必要。 

②
企
業
内
継
承 

・親族内だけでなく、会社の内外から広く候

補者を求めることができる。 

・社内で長期間勤務している従業員に承継す

る場合は、経営の一体性を保ちやすい。 

・親族内承継の場合以上に、後継者候補が経営へ

の強い意志を有していることが要求される。 

・後継者候補に株式取得等の資金力が無い場合が

多い。 

・個人債務保証の引継ぎに問題が多い。 

③
Ｍ
＆
Ａ 

・身近な後継者に適任者がいない場合でも、

広く候補者を外部に求めることができる。 

・現経営者が会社売却の利益を獲得できる。 

・希望の条件を満たす買い手を見つけるの 

が困難。 

・経営の一体性を保つのが困難。 

・一般的に仲介手数料が高くなりがち。 
 

このように、親族や企業内に条件に見合う後継者候補がいない場合は、第三の選択肢として、

社外への事業承継、すなわちＭ＆Ａが有効な解決策となり得ます。 
  

1 中小企業が抱える事業承継問題 
 

企業経営情報レポート 

事業承継の形態別メリット・デメリット     

 
 

 



 

８ 

中小企業の動き 主な支援機関

 身近な支援機関に相談

 (1)意思決定

 (2)仲介業者・FAの選定

 (3)バリュエーション
　（企業価値評価・事業価値評価）

 (4)マッチング（譲り受け側の選定）
　M&A専門業者、金融機関、M&Aプラットフォーマー、
　事業引継ぎ支援センター

 (5)交渉
　弁護士（代理人として交渉を委任する場合）、
　M&A専門業者、金融機関、事業引継ぎ支援センター

 (6)基本合意の締結

 (7)デュー・ディリジェンス（DD）

 (8)最終契約の締結

 (9)クロージング（決済）

 (10)クロージング後（ポストM&A) 　士業等専門家、M&A専門業者、金融機関

　商工団体、税理士（顧問）、金融機関、
　中小企業診断士（コンサルタントや経営指導員）、
　公認会計士、弁護士、M&Aセンター専門業者、
　事業引継ぎ支援センター

　公認会計士（特に厳密なバリュエーションを要する場合）、
　税理士、金融機関、M&A専門業者、金融機関、
　事業引継ぎ支援センター（外部専門家を活用）

　公認会計士（財務DDを要する場合）、
　中小企業診断士（ビジネスDDを要する場合）、
　弁護士（法務DDを要する場合）、
　事業引継ぎ支援センター（外部専門家を活用）

　弁護士（契約内容等の法的なチェックを要する場合）、
　M&A専門業者、金融機関、事業引継ぎ支援センター

 

 

 
 
 
 

下記は、中小企業庁の「中小Ｍ＆Ａガイドライン」に掲載されているＭ＆Ａのフロー図です。 

いくつかの重要なプロセスにおいて、留意すべきポイントや、どのような支援機関との連携が

必要かについて解説します。 

 

■中小企業のＭ＆Ａフロー図（中小企業庁「中小Ｍ＆Ａガイドライン」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①身近な支援機関への相談／仲介業者・ＦＡ（フィナンシャル・アドバイザー）の選定 

売り手側の経営者が単独で検討を行っても、日々の業務が優先されたり、専門的な知見が不十

分なためになかなか進まない場合が多くあります。売り手側がまず行うべきことは、商工団体や

金融機関などの身近な支援機関への相談です。意思決定がなされていない段階でこそ、まずは現

状をつまびらかに相談することが望まれます。
  

2 事業承継の選択肢 Ｍ＆Ａの進め方 

企業経営情報レポート 

事業承継型Ｍ＆Ａのフロー      
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事業承継を円滑に進めるために、事前準備のプロセスを「磨き上げ」と呼びます。特に社外の

第三者に承継するＭ＆Ａにおいては、親族や従業員に承継する場合よりも注意深く事前準備をす

る必要があります。なぜなら、買い手側も厳しい目線で売り手の調査・分析・評価を行い、事業

承継の可否・条件（株式譲渡対価の金額など）についてより客観的・合理的に判断するため、そ

れらに対応するしっかりとした事前準備が重要になるからです。 

磨き上げを行う目的としては、大きく次の３つが挙げられます。 

 

■「磨き上げ」を行う目的 

①Ｍ＆Ａの阻害要因の除去 ②自社の強みの顕在化（見える化） ③調査・分析資料の充実 

 

①Ｍ＆Ａの阻害要因の除去 

まず、主たる目的の一つ目は、買い手側が「そもそも買収できない」と判断されるような状況

を回避することにあります。 

具体的には、売り手の株式の権利関係などの確認と整理、自社事業の中核をなす重要な契約や

主要な取引関係の安定性の確保、決算書などの財務資料の適正化、コンプライアンス事項の充足

などがその対象となります。 

 

②自社の強みの顕在化（見える化） 

主たる目的の二つ目としては、買い手側からより良い買収条件を引き出すことです。 

具体的には、業務フローや販売・仕入条件の見直しによる損益の改善、遊休資産の売却などの

財務内容の改善、財務諸表に表れない売り手の財産（大手企業との取引口座や顧客名簿など）・

強みの顕在化など、売り手企業の価値の向上につながるような項目がその対象となります。 

  

③調査・分析資料の充実 

磨き上げを行うことによる副次的な効果として、財務資料の充実や事業計画の作成、組織図の

作成、契約書リストの作成・整備などによって、実施のＭ＆Ａのプロセスにおける買い手側の調

査・分析を容易にすることができ、結果的により良い買収条件を獲得する可能性が高まることに

なります。また、磨き上げを行う際の手順は、下記の通りです。 

大まかに分けると、「自社の現状把握」と「改善策の検討と実行」の２段階に分けて考えるこ

とができます。 
  

3 経営改善により企業価値を高める「磨き上げ」 企業経営情報レポート 

売り手側企業の事前準備としての「磨き上げ」    

 
 



 

１０ 

 

 

 
 

中小企業庁による「中小Ｍ＆Ａガイドライン」が改訂され、後継者不足に悩む中小企業のみな

らず、それらの企業を支援する各支援機関に対しても、基本姿勢や指針が示されています。 

ここでは、ガイドラインに示された中小企業のＭ＆Ａ成功事例をご紹介します。 

 
 
 

Ａ社は、業歴も長く、業界でも相応な知名度のある企業でしたが、競合他社の台頭により経営

状況が悪化した中で、後継者不足の問題を抱えていました。 

支援機関としては顧問税理からの紹介でＭ＆Ａ専門業者を活用し、Ａ社の企業価値を高く評価

してくれた企業との間でＭ＆Ａが成立しました。 

 

【売り手側事業者の概要】 

ホテル事業、業歴：45年、従業員数：20名、年商：約 10億円 

▲丁寧なサービスには定評があったものの、競合他社の増加等により、近年は３期連続で経常損失を計上 

▲代表者は 75 歳、後継者候補の一人息子は病気で他界 

 

【支援機関による相談やサポート】 

・Ｍ＆Ａによる事業承継を考え、顧問税理士に相談 

・Ｍ＆Ａ専門業者が業界に太いパイプを有していたことから約２ヶ月でマッチング成立 

 

【買い手側事業者の概要】 

売り手と同じくホテル事業、年商：50 億円 

○売り手企業の知名度だけでなく、丁寧なサービスや教育体制、人材の質を評価 

 

【Ｍ＆Ａ成立後の経緯】 

・売り手企業の代表者は、株式の対価である譲渡代金を受け取ることができた 

・また、退職慰労金を受け取り、十分な老後資金を確保できた 
 

本件のポイントは、従前からのＡ社の丁寧なサービスや教育体制が高く評価された点にありま

す。直近の経営状況が悪くても、人材の質が高ければ事業として価値が認められることを示す事

例と言えます。 
 
 

レポート全文は、当事務所のホームページの「企業経営情報レポート」よりご覧ください。 
  

Ａ社：赤字企業でありながらＭ＆Ａが成立した事例   
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１１ 

ジャンル：マネジメントスキル ＞ サブジャンル：その他経営戦略 

ユニバーサルデザインの原則 
ユニバーサルデザインの原則について 

詳しく解説してください。 

 

 

 

 

 

 

ユニバーサルデザイン（Universal Design）とは、ユニバーサル＝普遍的

な、全体の、という言葉が示しているように、「すべての人のためのデザイン」

を意味し、年齢や障害の有無などにかかわらず、最初からできるだけ多くの人

が利用可能であるようにデザインすることをいいます。 

この言葉や考え方は、1980 年代にノースカロライナ州立大学（米）のロ

ナルド・メイス氏によって明確にされ、7 つの原則が提唱されています。 
 

原則１：誰にでも公平に利用できること 

→ 多様な能力を伴ったユーザーにとって、使い勝手が良く、入手しやすい｡ 
 

原則２：使う上で自由度が高いこと 

→ 使用に柔軟性があり、ユーザーの好みや能力に応じて幅広く対応できる。 
 

原則３：使い方が簡単ですぐわかること 

→ ユーザーの経験、知識、言語技能などに関わらず操作が簡単であること。 
 

原則４：必要な情報がすぐに理解できること 

→ 商品などの情報が、ユーザーの知覚能力に関わらず、分かりやすく提供されること。 
 

原則５：うっかりミスや危険につながらないデザインであること 

→ 偶然や思いがけない行動を含めて、誤操作から生じる問題が、大きな問題とならないこと｡ 
 

原則６：無理な姿勢をとることなく、少ない力でも楽に使用できること 

→ 使う際には、効率的に、やすやすと、そして最小限の労力ですむこと。 
 

原則７：アクセスしやすいスペースと大きさを確保すること 

→ ユーザーの身体特性に関わらず、使いやすい大きさであること。 

 

以上の考え方は、障害者や高齢者とそうでない者とを区別してきた、従来の社会の枠組みを、

取り払うほどの意識改革でもあります。 

経済産業省では、1997 年から「グッドデザイン賞」の中に「ユニバーサルデザイン賞」を

新設していますが、「ユニバーサルデザイン」という考え方でないモノやシステムでは、今後は

通用しないという意識が、国や企業に広がりつつあります。 
  



 

１２ 

リスクマネジメントの重要ポイント 

リスクマネジメントの 

重要ポイントはどのような点でしょうか。 

 

ジャンル：マネジメントスキル ＞ サブジャンル：その他経営戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業経営には多種多様のリスクが潜んでいます。 

情報漏洩、顧客情報流出などの「情報セキュリティリスク」、地震・火災な

どの「災害リスク」、戦争・内乱・為替変動などの「カントリーリスク」、など

が代表的なもので、その他にもリスクは多々存在します。 

 

■リスクマネジメントとは 

リスクマネジメントとは、企業経営において、想定される様々なリスクへの

対応策を全体的視点かつ合理的な方法で管理し、リスク回避、リスク発生によ

る損失拡大の防止、および不確定要素の軽減・解除するための経営管理手法の一つです。 

リスク発生による不利益の対象は、ステークホルダー全般に及ぶことが多く、それぞれに適し

たリスクマネジメントを行う必要があります。 

 

■リスクマネジメント実践のポイント 

①リスクの抽出・特定リストアップされたリスクの評価・対応策を明確にする 

企業活動からすべてのリスクを排除することはできません。また、リスクの内容は各事業によって

異なり、同じ事業でも時期や周囲の環境などによって異なってきます。 

従って、リスクマネジメントしていくためには、まず部署ごとに想定されるリスクを抽出し、対応

するべきリスクを特定します。 
 

②リストアップされたリスクの評価・対応策を立てる 

リスクが実際に発生した場合、どれくらいの被害が発生するのかについて、リスクの大きさを測定

します。 

次に、技術的対応と人的対応の側面は何か、損失の予防と軽減のどちらに力点を置くのか、保険で

カバーするのに最も効率的なものはどれか等を検討し、対応策を取ります。 
 

③リスク管理体制の構築 

一連のリスク管理を行うための部署（例：リスク管理室）を設け、自社で発生したリスクや未然防

止につながる事例については、一元管理することが望まれます。専門部署が中心となり、リストア

ップされたリスクに対しては、何らかの対応策を取り、その効果測定や次の対応策を決めるなどの

ＰＤＣＡサイクルによるリスク管理を行います。 
 

④リスク教育の実施 

社内で起こりうるリスクとそれが発生した場合に、自社に及ぼす影響などを組織全体で共有するた

めの社員教育を継続的に実施し、リスク対策の重要性についての意識を高めさせます。 
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